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企 業 局 企 業 職 員 就 業 規 程 の 一 部 を 改 正 す る 企 業 管 理 規 程 を こ こ に

公 表 す る 。

平 成 十 九 年 十 月 一 日

宮 崎 県 企 業 局 長 日 美 幸 平

宮 崎 県 企 業 局 企 業 管 理 規 程 第 九 号

企 業 局 企 業 職 員 就 業 規 程 の 一 部 を 改 正 す る 企 業 管 理 規 程

企 業 局 企 業 職 員 就 業 規 程 （ 昭 和 三 十 六 年 宮 崎 県 企 業 局 企 業 管 理 規

程 第 八 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

第 十 三 条 の 二 第 一 項 中 「 三 歳 に 満 た な い 」 を 「 小 学 校 就 学 の 始 期

に 達 す る ま で の 」 に 改 め る 。

附 則

こ の 企 業 管 理 規 程 は 、 公 表 の 日 か ら 施 行 す る 。

病 院 局 財 務 規 程 の 一 部 を 改 正 す る 企 業 管 理 規 程 を こ こ に 公 表 す る 。

平 成 十 九 年 十 月 一 日

宮 崎 県 病 院 局 長 植 木 英 範

宮 崎 県 病 院 局 企 業 管 理 規 程 第 十 一 号

病 院 局 財 務 規 程 の 一 部 を 改 正 す る 規 程

病 院 局 財 務 規 程 （ 平 成 十 八 年 宮 崎 県 病 院 局 企 業 管 理 規 程 第 十 五 号 ）

の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

第 五 条 中 第 八 号 を 第 九 号 と し 、 第 七 号 の 次 に 次 の 一 号 を 加 え る 。

八 自 治 法 第 二 百 三 十 一 条 の 二 第 六 項 に 規 定 す る 承 認

第 二 十 九 条 の 次 に 次 の 一 条 を 加 え る 。

（ 指 定 代 理 納 付 者 に よ る 納 付 ）

第 二 十 九 条 の 二 管 理 者 は 、 自 治 法 第 二 百 三 十 一 条 の 二 第 六 項 の 規

定 に よ る 指 定 代 理 納 付 者 （ 以 下 「 指 定 代 理 納 付 者 」 と い う 。 ） の

指 定 を し た と き は 、 そ の 旨 を 告 示 す る も の と す る 。

第 三 十 条 の 見 出 し 中 「 領 収 証 」 を 「 領 収 証 等 」 に 改 め 、 同 条 に 次

の 二 項 を 加 え る 。

２ 指 定 代 理 納 付 者 に よ る 納 付 の 承 認 を 行 っ た と き は 、 管 理 者 が 別

に 定 め る 承 認 し た こ と を 証 す る 書 面 を 納 入 義 務 者 に 交 付 し な け れ

ば な ら な い 。

３ 前 項 の 規 定 に よ る 書 面 は 、 指 定 代 理 納 付 者 に よ る 納 付 が 履 行 さ

れ た 時 点 に お い て 、 領 収 証 と み な す 。

第 百 七 十 二 条 に 次 の 一 項 を 加 え る 。

２ 有 形 固 定 資 産 で 、 資 本 的 支 出 に 充 て る た め に 交 付 さ れ た 補 助 金

等 を も つ て 取 得 し た も の に つ い て は 、 施 行 規 則 第 八 条 第 四 項 の 規

定 に 基 づ き 、 各 事 業 年 度 の 減 価 償 却 額 を 算 出 す る も の と す る 。

第 二 百 十 一 条 第 一 項 中

「

直 径 三 セ ン チ メ ー ト ル を

」

「

直 径 三 セ ン チ メ ー ト ル に 改 め る 。

」

附 則

こ の 規 程 は 、 平 成 十 九 年 十 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

病院局公営企業告示第２号

地方自治法（昭和22年法律第67号）第 231条の２第６項の規定に

より、次のとおり指定代理納付者を指定した。

平成19年10月１日

宮崎県病院局長 植 木 英 範

１ 指定代理納付者の指定を受けた者

三菱ＵＦＪニコス株式会社 東京都文京区本郷三丁目33番５号

宮銀カード株式会社 宮崎市高千穂通二丁目５番32号

２ 指定代理納付者による代理納付を認めた債権

県立宮崎病院、県立延岡病院及び県立日南病院における宮崎県

立病院事業の設置等に関する条例（昭和41年条例第44号）第６条

に規定する料金等

３ 指定代理納付者による代理納付が行える期間

平成19年10月１日から平成21年３月31日まで
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